
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

第
一
号
、
第
五
条
第
五
項
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
三
十
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
十
八
号
、
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
、
第
十
五
条
第
四
項
及
び
第
十
五
条
の
二

第
五
項
、
同
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
十
五
条
の
四
第
二
項
、
第
三
十
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に

第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
法
第
三
十
条
の
十
一
第
三
項
、
第

三
十
二
条
の
三
第
九
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
六
項
（
同
法
第
三
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
三
十
六
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
並
び
に
警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年

政
令
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

小
平

忠
正



暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
使
用
制
限
」
を
「
使
用
制
限
等
」
に
、
「
・
第
二
十
一
条
」
を
「
―
第
二
十
一
条
の
十
一
」
に
、
「
第
二
十
九

「

第
三
節

損

条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
」
を
「
第
二
十
七
条
・
第
二
十
八
条
」
に
、

第
四
節

暴

害
賠
償
請
求
等
の
妨
害
の
規
制
（
第
三
十
二
条
の
二
―
第
三
十
二
条
の
四
）

「

第
三
節

損
害
賠
償
請
求
等
の
妨
害

を

力
行
為
の
賞
揚
等
の
規
制
（
第
三
十
二
条
の
五
）

」

第
四
章
の
二

特
定
危
険
指
定
暴
力
団

の
規
制
（
第
二
十
九
条
）

に
、
「
―
第
三
十
九
条
」
を
「
・
第
三
十
八
条
」
に
、
「
第
四
十
条
―

等
の
指
定
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
の
九
）
」

第
四
十
二
条
」
を
「
第
三
十
九
条
―
第
四
十
一
条
」
に
、
「
第
四
十
三
条
―
第
四
十
五
条
」
を
「
第
四
十
二
条
―
第
四
十
四

条
」
に
、
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。



第
一
条
中
第
五
十
四
号
を
第
五
十
七
号
と
し
、
第
五
十
三
号
を
第
五
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る

罪
第
一
条
中
第
五
十
二
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
第
四
十
八
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
七

号
を
第
四
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
九

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
条
第
一
号
、
第
二
号

（
第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
三
号
（
第
十
四
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
に
規
定
す
る
罪

第
一
条
中
第
四
十
六
号
を
第
四
十
七
号
と
し
、
第
三
十
二
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
一

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
二

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
五
十
三

条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
罪

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



五
十
八

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
百
七
条
第
二
号
（
第
三
十
七
条
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
、
第
百
九
条
第
八
号
、
第
百
十
二
条
第
二
号
（
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
百
十
四
条
第
一
号
（
第
四
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く

は
第
七
号
（
第
七
十
七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

第
五
条
第
一
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
指
定
番
号
及
び
」
を
「
指
定
に

係
る
番
号
（
以
下
「
指
定
番
号
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
九
条
第
六
号
の
二
及
び
第
十
三
号
」
を
「
第
九
条
第
七
号
及
び
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
暴
力
団
の
示
威
行
事
の
用
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
大
き
い
施
設
）

第
十
三
条

法
第
九
条
第
十
八
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
ホ
テ
ル
又
は
旅
館
（
専
ら
宿
泊
の
用
に
供

さ
れ
る
部
分
を
除
く
。
）
、
斎
場
（
火
葬
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
火
葬
場
を
除
く
。
）
及
び
ゴ
ル
フ

場
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一



号
を
加
え
る
。

十
六

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
罪

第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
十

号
及
び
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
号
及
び
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
八
号
」
を
「
第

三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
八
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
十
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
十
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
十
三

号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め

る
。第

三
章
の
章
名
中
「
使
用
制
限
」
を
「
使
用
制
限
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
を
削
る
。



第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
事
務
所
の
使
用
制
限
の
命
令
に
係
る
標
章
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
五
条
第
三
項
」

を
「
第
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
二
十

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
十
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
期
限
の
延
長
に
係
る
通
知
）

第
二
十
一
条

公
安
委
員
会
は
、
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
同
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
六
号
及

び
第
三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
の
期
限

を
延
長
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
延
長
後
の
期
限
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
指
定
期
限
延
長
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
に
係
る
標
章
）

第
二
十
一
条
の
二

法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
標
章
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
の
と
お

り
と
す
る
。



（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
に
係
る
公
示
事
項
）

第
二
十
一
条
の
三

法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

二

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

五

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
警
戒
区
域
」
と
い
う
。
）

六

指
定
の
期
限

七

指
定
の
根
拠
と
な
る
適
用
法
条

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
に
係
る
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
二
十
一
条
の
四

法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一

指
定
を
し
た
旨

二

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

三

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

六

警
戒
区
域

七

指
定
を
し
た
理
由

八

指
定
を
し
た
年
月
日

九

指
定
の
期
限

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
五

法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式

第
十
六
号
の
指
定
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
公
示
事
項
）



第
二
十
一
条
の
六

法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力

団
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称

二

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

五

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
指
定
を
し
た
年
月
日

六

変
更
後
の
警
戒
区
域

（
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
二
十
一
条
の
七

法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
旨



二

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

三

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

六

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
指
定
を
し
た
年
月
日

七

変
更
後
の
警
戒
区
域

八

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
理
由

九

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
年
月
日

（
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
八

法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式

第
十
七
号
の
警
戒
区
域
変
更
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
公
示
事
項
）

第
二
十
一
条
の
九

法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る



事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

二

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

五

指
定
を
し
た
年
月
日

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
二
十
一
条
の
十

法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
を
取
り
消
し
た
旨

二

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

三

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所



五

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

六

指
定
を
取
り
消
し
た
年
月
日

（
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
十
一

法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様

式
第
十
八
号
の
指
定
取
消
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
六
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
十
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条

を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
八
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
第
二
十
七
条
各
号
」
を
「
第
二
十
四
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
四
章
第
二
節

中
第
三
十
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
を
削
り
、
第
四
章
第
三
節
中
第
三
十
二
条
の
二
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
三
及
び
第
三
十
二
条
の
四
を
削
る
。



第
四
章
第
四
節
を
削
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章
の
二

特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
等

（
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
期
限
の
延
長
に
係
る
通
知
）

第
三
十
条

公
安
委
員
会
は
、
法
第
三
十
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
の
期
限
を
延
長
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者

に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
延
長
後
の
期
限
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
指
定
期
限
延
長
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
に
係
る
公
示
事
項
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

二

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地



三

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

五

法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
警
戒
区
域
」
と
い
う
。
）

六

指
定
の
期
限

（
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
に
係
る
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
三
十
二
条

法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
を
し
た
旨

二

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

三

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

六

警
戒
区
域



七

指
定
を
し
た
理
由

八

指
定
を
し
た
年
月
日

九

指
定
の
期
限

（
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
三
十
二
条
の
二

法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式

第
十
六
号
の
指
定
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
公
示
事
項
）

第
三
十
二
条
の
三

法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
（
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
危
険
指
定
暴
力

団
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称

二

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所



四

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

五

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
指
定
を
し
た
年
月
日

六

変
更
後
の
警
戒
区
域

（
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
三
十
二
条
の
四

法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
旨

二

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

三

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

六

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
指
定
を
し
た
年
月
日

七

変
更
後
の
警
戒
区
域



八

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
理
由

九

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
年
月
日

（
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
通
知
の
方
法
）

第
三
十
二
条
の
五

法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式

第
十
七
号
の
警
戒
区
域
変
更
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
務
所
の
使
用
制
限
の
命
令
に
係
る
標
章
）

第
三
十
二
条
の
六

法
第
三
十
条
の
十
一
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
標
章
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
の
と

お
り
と
す
る
。

（
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
公
示
事
項
）

第
三
十
二
条
の
七

法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

二

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地



三

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

四

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

五

指
定
を
し
た
年
月
日

（
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
通
知
す
べ
き
事
項
）

第
三
十
二
条
の
八

法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

指
定
を
取
り
消
し
た
旨

二

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
名
称

三

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

指
定
の
取
消
し
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
番
号

六

指
定
を
取
り
消
し
た
年
月
日

（
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
通
知
の
方
法
）



第
三
十
二
条
の
九

法
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様

式
第
十
八
号
の
指
定
取
消
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
二
号
を
加
え
る
。

八

法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
暴
力
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
き
。

九

事
務
所
が
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
暴
力
行
為
に
関
し
同
項
各
号
に
掲
げ
る
用
に
供
さ
れ
て
い
る
こ

と
又
は
供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
き
。

第
三
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
暴
力
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
き
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と



し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

事
務
所
を
使
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
た
め

そ
の
者
が
当
該
指
定
に
係
る
暴
力
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

き
。

第
三
十
七
条
を
削
る
。

第
三
十
八
条
中
「
仮
の
命
令
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を

加
え
、
「
別
記
様
式
第
二
十
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
四
号
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
中
「
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
係
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
は
り
付
け
ら
れ
た
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
係
る
仮
の
命
令

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
貼
り
付
け
ら
れ
た
標
章

二

法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
貼
り
付
け
ら
れ
た
標
章

第
三
十
九
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。



第
四
十
条
中
「
公
安
委
員
会
は
、
指
定
」
を
「
公
安
委
員
会
は
、
法
第
三
条
、
第
四
条
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く

は
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
指
定
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
第
七
章

中
同
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
四
十
一
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
四
十
二
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
中
「
別
記
様
式
第
二
十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
五
号
」
に
改
め
、
第
八
章
中
同
条
を
第
四
十
二
条
と

す
る
。

第
四
十
四
条
の
表
十
一
の
項
下
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

暴
力
行
為
が
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
暴
力
行
為
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

由
の
概
要

第
四
十
四
条
の
表
十
一
の
二
の
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
暴
力
行
為
」
を
「
第
十
五
条
第
三

項
に
規
定
す
る
内
部
抗
争
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

暴
力
行
為
が
法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暴
力
行
為
で
あ
る
と
認
め
る

場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
の
概
要

第
四
十
四
条
の
表
十
一
の
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



十
一
の
五

法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
暴

一

暴
力
行
為
を
行
い
、
又
は
暴
力
行
為
の
要
求
若
し

力
行
為
が
発
生
し
た
と
認
め
る
場
合

く
は
依
頼
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
指
定
暴
力
団
員
の

所
属
す
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称
及
び
指
定
番
号

二

暴
力
行
為
の
概
要

三

暴
力
行
為
が
発
生
し
た
年
月
日
及
び
場
所

四

指
定
暴
力
団
員
に
よ
り
暴
力
行
為
が
行
わ
れ
た
と

認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
暴
力
団
員
の
本
籍
又

は
国
籍
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別

五

指
定
暴
力
団
員
の
要
求
又
は
依
頼
を
受
け
た
者
に

よ
り
暴
力
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、

当
該
要
求
又
は
依
頼
を
受
け
た
者
の
本
籍
又
は
国
籍

、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
並
び
に
当
該

指
定
暴
力
団
員
の
本
籍
又
は
国
籍
、
住
所
、
氏
名
、



生
年
月
日
及
び
性
別

六

暴
力
行
為
が
指
定
暴
力
団
員
又
は
そ
の
要
求
若
し

く
は
依
頼
を
受
け
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
認
め
る

理
由
の
概
要

七

暴
力
行
為
が
法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
行
為
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認

め
る
理
由
の
概
要

第
四
十
四
条
の
表
十
二
の
項
中
「
若
し
く
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
条
の
七

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
条
の
十
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
二
の
項
中
「
法
第
十
二
条
」
の
下
に
「
若
し

く
は
第
三
十
条
の
七
第
四
項
」
を
加
え
、
同
表
十
三
の
項
中
「
同
項
後
段
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
、
「
よ
る
同
項
」
を
「

よ
る
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
二
の
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
二

項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
後
段
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



十
三
の
三

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称
及
び
指
定
番

指
定
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の

号

規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
を
含
む
。
）
を
し

二

指
定
に
係
る
警
戒
区
域

た
場
合

三

指
定
を
し
た
年
月
日

四

指
定
の
期
限

五

指
定
を
し
た
理
由
の
概
要

十
三
の
四

法
第
十
五
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

一

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称
及
び
指
定
番

す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
同
条
第
四

号

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

二

内
部
抗
争
に
係
る
集
団
の
実
態

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

三

指
定
に
係
る
警
戒
区
域

定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
を
含
む
。
）
を
し
た

四

指
定
を
し
た
年
月
日

場
合

五

指
定
の
期
限

六

指
定
を
し
た
理
由
の
概
要



十
三
の
五

法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四
項

一

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

等
の
名
称
及
び
指
定
番
号

る
同
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
指
定
を
し
た
年
月
日

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
変
更
を

三

変
更
後
の
警
戒
区
域

し
た
場
合

四

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
年
月
日

五

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
理
由
の
概
要

十
三
の
六

法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称
及
び
指
定
番

指
定
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の

号

規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
を
含
む
。
）
を
し

二

指
定
に
係
る
警
戒
区
域

た
場
合

三

指
定
を
し
た
年
月
日

四

指
定
の
期
限

五

指
定
を
し
た
理
由
の
概
要

十
三
の
七

法
第
三
十
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

一

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団



同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
変
更
を
し
た

等
の
名
称
及
び
指
定
番
号

場
合

二

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
指
定
を
し
た
年
月
日

三

変
更
後
の
警
戒
区
域

四

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
年
月
日

五

警
戒
区
域
を
変
更
し
た
理
由
の
概
要

十
三
の
八

法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ

一

命
令
を
受
け
た
指
定
暴
力
団
員
の
本
籍
又
は
国
籍

る
命
令
（
同
項
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令
及
び
同
条

、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
並
び
に
そ
の

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
属
す
る
指
定
暴
力
団
等
の
名
称
及
び
指
定
番
号

命
令
の
期
限
の
延
長
を
含
む
。
）
を
し
た
場
合

二

命
令
に
係
る
事
務
所
の
所
在
地

三

命
令
の
内
容

四

命
令
を
し
た
年
月
日

五

命
令
に
係
る
期
間

第
四
十
四
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。



第
四
十
五
条
の
見
出
し
中
「
官
公
署
」
を
「
官
庁
、
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

第
九
章
中
第
四
十
六
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
命
令
等
の
送
達
に
係
る
書
類
）

第
四
十
五
条

法
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
二
条
の
六
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、

第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十
条
の
三
、
第
三
十
条
の
七
第
一
項
又
は
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令

別
記
様
式
第
二
十
六
号
の
中
止
命
令
書

二

法
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
二
条
の
四
第
一
項
、
第
十
二
条
の
六
第
二
項
、

第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
、
第
三

十
条
の
七
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
三
十
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
法
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十

二
条
の
四
第
一
項
、
第
十
二
条
の
六
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条

、
第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
又
は
第
三
十
条
の
十
第
二
項
の
規
定
（
第
十
号
に
お
い
て
「
法
第
十
一
条
第
二



項
等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
仮
の
命
令
を
除
く
。
）

別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
再
発
防
止
命
令
書

三

法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
指
示
書

四

法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令
を
除

く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
事
務
所
使
用
制
限
命
令
書

五

法
第
十
五
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
の
期
限
の
延
長
又
は
法
第
三
十
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
期
限

の
延
長

別
記
様
式
第
三
十
号
の
命
令
期
限
延
長
通
知
書

六

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

別
記
様
式
第
三
十
一
号
の
少
年
脱
退
措
置
命
令
書

七

法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
同
条
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令
を
除
く
。
）

別
記
様
式
第
三
十
二
号
の

請
求
妨
害
防
止
命
令
書

八

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
同
項
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令
を
除
く
。
）

別
記
様
式
第
三
十

三
号
の
賞
揚
等
禁
止
命
令
書

九

法
第
三
十
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
同
項
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令
を
除
く
。
）

別
記
様
式
第
三
十



四
号
の
用
心
棒
行
為
等
防
止
命
令
書

十

法
第
十
一
条
第
二
項
等
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令

別
記
様
式
第
三
十
五
号
の
再
発
防
止
仮
命
令
書

十
一

法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令

別
記
様
式
第
三
十
六
号
の
事
務

所
使
用
制
限
仮
命
令
書

十
二

法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令

別
記
様
式
第
三
十
七
号
の
請
求
妨
害
防
止
仮
命
令
書

十
三

法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令

別
記
様
式
第
三
十
八
号
の
賞
揚
等
禁
止
仮
命
令
書

十
四

法
第
三
十
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
係
る
仮
の
命
令

別
記
様
式
第
三
十
九
号
の
用
心
棒
行
為
等
防
止
仮
命
令
書

第
四
十
六
条
中
「
公
安
委
員
会
が
」
の
下
に
「
法
又
は
」
を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
示
送
達
の
方
法
）

第
四
十
八
条
の
二

法
第
四
十
一
条
及
び
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
年
政

令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
法
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
指
示
に
係
る
法
第

三
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
公
示
送
達
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て



は
、
法
第
三
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
の
掲
示
板
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
同
項
に
規
定
す
る
命
令
又
は
指
示
を
警
視
総

監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
命
令
又
は
指
示
に
係
る
公
示
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当
該
方
面
公
安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
警
視
庁
又
は
道
府
県
警
察
本
部
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
方
面
公
安
委
員
会
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
又
は

指
示
を
方
面
本
部
長
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
命
令
又
は
指
示
に
係
る
公
示
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該
方
面
公
安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
方
面
本
部
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
同
項
に
規
定
す
る
命
令
を
警
察
署
長
に
行

わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
命
令
に
係
る
公
示
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該
方

面
公
安
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
警
察
署
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
号
の
二
ま
で
を
削
る
。



別
記
様
式
第
九
号
中
「別

記
様

式
第

９
号

」
を
「別

記
様

式
第

７
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
七
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
号
中
「別

記
様

式
第

1
0
号

」
を
「別

記
様

式
第

８
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
八
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「別

記
様

式
第

1
1
号

」
を
「別

記
様

式
第

９
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
九
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「別

記
様

式
第

1
2
号

」
を
「別
記

様
式

第
1
0
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「別

記
様

式
第

1
3
号

」
を
「別

記
様

式
第

1
1
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
一
号
と
す

る
。別

記
様
式
第
十
四
号
中
「別

記
様

式
第

1
4
号

」
を
「別

記
様

式
第

1
2
号

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
二
号
と
し

、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第13号（第20条、第32条の６関係）

０
３

０
２

こ の 事 務 所 を 現 に 管 理 し

て い る 指 定 暴 力 団 員 又 は

現 に 使 用 し て い た 指 定 暴

力 団 員 は 、 暴 力 団 員 に よ

０る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に

７
１関 す る 法 律

第 １ ５ 条 第 １ 項

０第１５条第３項において準用する同条第１項

２
４第 3 0 条 の １ １ 第 １ 項

の規定により、この事務所

に つ い て

使 用 制 限
の命令を受けています。

０
２

０年 月 日 か ら

５期 間
年 月 日 ま で

０
２

公 安 委 員 会

０
６こ の 標 章 を 損 壊・汚損し、又は上記期間中

に取り除くと処罰されます。

０
２

０
３

３０ ３１ ３５ １４０ ３１ ３０

２９７

備考 １ 不用の文字は、横線で消すこと。

２ 「使用制限」及び「公安委員会」の文字の書体は、ゴシックとする。

３ 色彩は、「使用制限」の文字及び枠を赤色、その他の文字及び表を黒色又は紺色、地を黄色

又は白色とする。

４ 塗料は耐光性のものを用いるものとする。

５ 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。

６ 標章の材質は、容易に劣化しないものとする。

７ 裏面には、容易に剥がれない接着剤を塗布するものとする。

８ 事務所又はその付近の状況その他の事由により必要があると認める場合には、図示の寸法は、

２分の１倍まで縮小し、又は２倍まで拡大することができる。



別記様式第14号（第21条、第30条関係）

第 号

指定期限延長通知書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

第 1 5 条 の ２
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の２第４項におい

第 3 0 条 の ８

第 ２ 項
て準用する同条第２項の規定により、指定通知書（ 年 月 日第
第 ２ 項

特定抗争指定暴力団等
号）に係る の指定の期限を延長したので、下記

特定危険指定暴力団等

のとおり通知する。

記

延 長 後 の
年 月 日まで

期 限

期 限 を

延 長 す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別
記
様
式
第
十
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記様式第15号（第21条の２関係）

０
３

０
２

この事務所に係る指定暴力団等は、

暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律

第 １ ５ 条 の ２ 第 １ 項

第１５条の２第４項において準用する同条第１項

０
７

２の規定により特定抗争指定暴力団等

０として指定されており、

７
３

この事務所に立ち入り、
又はとどまることは禁止

されています。

公 安 委 員 会

この標章を損壊・汚損し、又は取り除くと

処 罰 さ れ ま す 。

０
２

０
３

３０ ３１ １７５ ３１ ３０
２９７

備考 １ 不用の文字は、横線で消すこと。
２ 「この事務所に立ち入り、又はとどまることは禁止」及び「公安委員会」の文字の書体は、
ゴシックとする。

３ 色彩は、「この事務所に立ち入り、又はとどまることは禁止」の文字及び枠を赤色、その他
の文字を黒色又は紺色、地を黄色又は白色とする。

４ 塗料は耐光性のものを用いるものとする。
５ 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。
６ 標章の材質は、容易に劣化しないものとする。
７ 裏面には、容易に剥がれない接着剤を塗布するものとする。
８ 事務所又はその付近の状況その他の事由により必要があると認める場合には、図示の寸法は、
２分の１倍まで縮小し、又は２倍まで拡大することができる。



別記様式第16号（第21条の５、第32条の２関係）

第 号

指 定 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

下記指定暴力団等を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第 1 5 条 の ２ 第 １ 項
特定抗争指定暴力団等

第15条の２第４項において準用する同条第１項の規定により
特定危険指定暴力団等

第 3 0 条 の ８ 第 １ 項

第15条の２第８項
として指定したので同法 において準用する同法第７条第３項

第30条の８第４項

の規定により、下記のとおり通知する。

記

名 称

主たる事務所の所在地

指 定 番 号

代 表 す る 者 住 所

又 は こ れ に

代わるべき者 氏 名

警 戒 区 域

指 定 を し た 年 月 日 年 月 日

指 定 の 期 限 年 月 日まで

指 定 を し た 理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等



別記様式第17号（第21条の８、第32条の５関係）

第 号

警 戒 区 域 変 更 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

第 1 5 条 の ２
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の２第４項におい

第 3 0 条 の ８

第 ３ 項
て準用する同条第３項の規定により、指定通知書（ 年 月 日第
第 ３ 項

特定抗争指定暴力団等
号）に係る の指定に係る警戒区域を変更したので、

特定危険指定暴力団等

第15条の２第９項
同法 において準用する同法第７条第３項の規定により、下

第30条の８第５項

記のとおり通知する。

記

名 称

主たる事務所の所在地

指 定 番 号

代 表 す る 者 住 所

又 は こ れ に

代わるべき者 氏 名

警 戒 区 域 の 変 更 に 係 る
年 月 日

指 定 を し た 年 月 日

変 更 後 の 警 戒 区 域

変 更 し た 年 月 日 年 月 日

変 更 し た 理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る

指
定
暴
力
団
等



別記様式第18号（第21条の11、第32条の９関係）

第 号

指 定 取 消 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

特定抗争指定暴力団等
下記指定暴力団等に係る の指定を取り消したので、

特定危険指定暴力団等

第15条の４第２項
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 において

第30条の12第２項

準用する同法第７条第３項の規定により、下記のとおり通知する。

記

指 定 を し た 年 月 日 年 月 日

名 称

主たる事務所の所在地

指 定 番 号

代 表 す る 者 住 所

又 は こ れ に

代わるべき者 氏 名

指定を取り消した年月日 年 月 日

備考 １ 不用の文字は、横線で消すこと。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

指

定

の

取

消

し

に

係

る

指

定

暴

力

団

等



別
記
様
式
第
十
九
号
中
「第

2
8
条

」
を
「第

2
5
条

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
の
三
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
三
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中
「別

記
様

式
第

2
6
号

（第
3
8
条

関
係

）
」
を
「別

記
様

式
第

2
4
号

（第
3
7
条

関
係

）
」
に
改
め

、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
四
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
七
号
中
「別

記
様

式
第

2
7
号

（第
4
3
条

関
係

）
」
を
「別

記
様

式
第

2
5
号

（第
4
2
条

関
係

）
」
に
改
め

、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
五
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
十
四
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第26号（第45条関係）

（１面）

第 号

中 止 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

警 察 署 長 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

第 条第 項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第27号（第45条関係）

（１面）

第 号

再 発 防 止 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

第 条第 項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第28号（第45条関係）

（１面）

第 号

指 示 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

警察本部長 □印

本(国)籍

指 示 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条

の４第２項の規定により、下記のとおり指示する。

記

指 示 の 内 容



（２面）

指 示 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第29号（第45条関係）

（１面）

第 号

事務所使用制限命令書

年 月 日

殿

印公安委員会 □

本(国)籍

住 所

命 令 を 氏 名

受ける者 生年月日 年 月 日

管理
現に している
使用

事務所の所在地

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第 1 5 条 第 １ 項
第15条第３項において準用する同条第１項の規定により、下記のとおり命令
第 3 0 条 の 1 1 第 １ 項

する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第30号（第45条関係）

第 号

命令期限延長通知書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

第 1 5 条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条第３項において準

第 3 0 条 の 1 1

第 ２ 項
用する同条第２項の規定により、事務所使用制限命令書（ 年 月
第 ２ 項

日第 号）による命令の期限を、下記のとおり延長する。

記

命令の延長
年 月 日から 年 月 日まで

期 間

期 限 を

延 長 す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第31号（第45条関係）

（１面）

第 号

少年脱退措置命令書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第18条

第３項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第32号（第45条関係）

（１面）

第 号

請 求 妨 害 防 止 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第30条

の４の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第33号（第45条関係）

（１面）

第 号

賞 揚 等 禁 止 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第30条

の５第１項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第34号（第45条関係）

（１面）

第 号

用 心 棒 行 為 等 防 止 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第30条

の７第２項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第35号（第45条関係）

（１面）

第 号

再 発 防 止 仮 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

警察本部長 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第35条

第１項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第36号（第45条関係）

（１面）

第 号

事 務 所 使 用 制 限 仮 命 令 書

年 月 日

殿

印公安委員会 □

印警察本部長 □

本(国)籍

住 所

命 令 を 氏 名

受ける者 生年月日 年 月 日

管理
現に している
使用

事務所の所在地

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第35条

第１項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第37号（第45条関係）

（１面）

第 号

請 求 妨 害 防 止 仮 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

警察本部長 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第35条

第１項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第38号（第45条関係）

（１面）

第 号

賞 揚 等 禁 止 仮 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

警察本部長 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第35条

第１項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



別記様式第39号（第45条関係）

（１面）

第 号

用 心 棒 行 為 等 防 止 仮 命 令 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

警察本部長 □印

本(国)籍

命 令 を 住 所

受ける者 氏 名

生年月日 年 月 日

上記の者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第35条

第１項の規定により、下記のとおり命令する。

記

命 令 の 内 容

命令の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで



（２面）

命 令 を す る

理 由

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不用の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
聴
取
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平

成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

当
事
者

次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
意
見
聴
取
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ト
ま
で
に
定
め
る
者
を
い

う
。

イ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴

取

法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
暴
力
団
（
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。

第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
者
（
代
表
す
る
者
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ

に
代
わ
る
べ
き
者
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ

法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
指



定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
（
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
指
定
暴
力
団
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
者

ハ

法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取

法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
（
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
十
五
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団

等
を
い
う
。
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
者

ニ

法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取

法
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
に
係
る
指
定
暴
力
団
等
を
代
表
す
る
者

ホ

法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取

法
第
三
十
条
の
八
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定

危
険
指
定
暴
力
団
等
を
い
う
。
第
三
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
代
表
す
る
者

ヘ

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
意
見
聴
取

同
項
に
規
定
す
る
命
令
に
係
る
者

ト

法
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
意
見
聴
取

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
「
仮
の
命
令
」
と



い
う
。
）
を
受
け
た
者

第
一
条
第
四
号
中
「
係
る
暴
力
的
要
求
行
為
」
の
下
に
「
（
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
暴
力
的
要
求
行
為
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
し
た
指
定
暴
力
団
員
」
の
下
に
「
（
法
第
九
条
に
規
定
す
る
指
定
暴
力
団
員
を
い
う
。
第
十
一
条

の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
三
十
条
の
八
第
四

項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
又
は
補
佐
人
」
を
「
若
し
く
は
補
佐
人
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
四
条
、
第
三
十
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は

第
三
十
条
の
九
」
に
、
「
若
し
く
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
「
暴
力
行
為
」

の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
十
条
の
八
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
暴
力
行
為
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」

を
「
第
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。



第
十
三
条
中
「
指
定
」
を
「
指
定
等
（
法
第
三
条
、
第
四
条
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
八
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
変
更
若
し
く
は

法
第
三
十
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
の
変
更
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二

十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
五
項
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
十
五
日
前
ま
で
に
、
」
の
下
に
「
法
第
十
五
条

の
二
第
八
項
若
し
く
は
第
九
項
若
し
く
は
第
三
十
条
の
八
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項

又
は
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項

と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
二
の
意
見
聴
取
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
。

一

法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

二

法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知



３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
三
の
意
見
聴
取
通
知
書
を
送
達
し
て
行
う
。

一

法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
九
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

二

法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
意
見
聴
取
に
係
る
法
第
三
十
条
の
八
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
三
十
条
の
八
第

四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
七
項

」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
指
定
」
を
「
指
定
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
に
暴
力
団
」
を
「
に
当
該
意



見
聴
取
に
係
る
暴
力
団
、
指
定
暴
力
団
等
又
は
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
若
し
く
は
特
定
危
険
指
定
暴
力
団
等
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
」
に
、
「
当
該
暴
力
団
」
を
「
当
該
暴
力
団
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
指
定
」
を
「
指
定
等
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第２号の２（第14条関係）

第 号

意 見 聴 取 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

下記の指定暴力団等に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する

第 1 5 条 の ２ 第 １ 項
法律第15条の２第４項において準用する同条第１項の規定による指定に係る

第 3 0 条 の ８ 第 １ 項

第15条の２第８項
同法 において準用する同法第５条第１項の意見聴取を下記

第30条の８第４項

のとおり実施しますので出頭されるよう通知します。

記

名 称

主たる事務所の所在地

指 定 番 号

代表する者又 住 所
はこれに代わ
るべき者 氏 名

年 月 日
意 見 聴 取 の 期 日

時 分から

意 見 聴 取 の 場 所

指定をしようとする理由

警 戒 区 域 と し て
定 め よ う と す る 区 域

備考 １ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかった

ときは、意見聴取を行わないで上記の指定暴力団等を指定すること

があります。あなたの地位を受け継いだ人についても同様です。

２ あなたが代理人を意見聴取に出頭させようとするときは代理人１

人を選任し、意見聴取の期日までに代理人選任届出書を提出してく

ださい。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見聴取において、上記の指定暴

力団等の指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出するこ

とができます。

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ

を添付すること。

２ 不要の文字は、横線で消すこと。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

指
定
を
し
よ
う
と
す
る

指
定
暴
力
団
等



別記様式第２号の３（第14条関係）

第 号

意 見 聴 取 通 知 書

年 月 日

殿

公安委員会 □印

特定抗争指定暴力団等
下記の に対する暴力団員による不当な行為の防止等

特定危険指定暴力団等

第 1 5 条 の ２ 第 ３ 項
に関する法律第15条の２第４項において準用する同条第３項の規定による警

第 3 0 条 の ８ 第 ３ 項

第15条の２第９項
戒区域の変更に係る同法 において準用する同法第５条第１

第30条の８第５項

項の意見聴取を下記のとおり実施しますので出頭されるよう通知します。

記

名 称

主たる事務所の所在地

指 定 番 号

代表する者又 住 所
はこれに代わ
るべき者 氏 名

年 月 日
意 見 聴 取 の 期 日

時 分から

意 見 聴 取 の 場 所

警戒区域の変更をしようとする理由

変 更 後 の 警 戒 区 域

備考 １ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかった
ときは、意見聴取を行わないで上記の警戒区域の変更をすることが
あります。あなたの地位を受け継いだ人についても同様です。

２ あなたが代理人を意見聴取に出頭させようとするときは代理人１
人を選任し、意見聴取の期日までに代理人選任届出書を提出してく
ださい。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見聴取において、上記の警戒区
域の変更について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することが

できます。

備考 １ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これ
を添付すること。

２ 不要の文字は、横線で消すこと。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

警
戒
区
域
の
変
更
に
係
る

指
定
暴
力
団
等



（
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十

二
条
の
二
第
二
項
各
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第

一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
法
第
三
十

二
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
事
業
」
と
い
う
。
）
」
を
「
暴

力
追
放
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
都
道
府
県
セ
ン
タ
ー
の
事
業
」
を
「
暴
力
追
放
事
業
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
一
条

第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
」
を
「
別
記
様
式
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二



号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「

第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
、
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
三
号
、
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
三
十
二
条
の

二
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
」

を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の

三
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
号
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号
」

を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
各
号
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
各
号
」
を
「
第
三
十
二
条
の
四
第
二
項
各
号
」
に

、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
一
号
中
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
事
業
」
を
「
「
暴
力
追
放
事
業
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
六
項
」
に



、
「
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
及
び
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
及
び
」
に
、
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
提
出
票
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
提

出
票
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「フ

レ
キ

シ
ブ

ル
デ

ィ
ス

ク
提

出
票

」
を
「電

磁
的

記
録

媒
体

提
出

票

」
に
、
「フ

レ
キ

シ
ブ

ル
デ

ィ
ス

ク
を

」
を
「電

磁
的

記
録

媒
体

を
」
に
、
「フ

レ
キ

シ
ブ

ル
デ

ィ
ス

ク
に

」
を
「電

磁
的

記
録

媒
体

に

」
に
、
「フ

レ

キ
シ

ブ
ル

デ
ィ

ス
ク

と

」
を
「電

磁
的

記
録

媒
体

と

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「フ

レ
キ

シ
ブ

ル
デ

ィ
ス

ク

」
を
「

電
磁

的
記

録
媒

体

」
に
、
「２

枚

」
を
「２

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「フ

レ
キ

シ
ブ

ル
デ

ィ
ス

ク

」
を
「電

磁
的

記
録

媒
体

」
に
改
め
る
。

（
聴
聞
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

聴
聞
等
の
秩
序
維
持
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す



る
。第

一
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
三
十
条
の
八
第

四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
関
係
法

令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
関

係
法
令
に
規
定
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
国
家
公
安
委
員
会
規
則
（
平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
三
の
表
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
項
中

「
第
三
十
二
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
四
第
三
項
」
に
、
「
第
三
十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
三
十
二
条
の
三
第

一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
五
項
、
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二



十
四
年
十
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


